




行政担当には、奉行、筆者、加勢筆者がおり、奉行には当初、高嶺按司、安
里親方、世名城親雲上、伊野波里之子親雲上が任命された。奉行は、王府との
調整や漕ぎ手など仕手や技術職の人事に当たった。筆者、仮筆者は、普段の業
務文書のほかに、業務全体の記録である『冠船付爬龍舟方日記』の作成を担当
した。

技術関係職には支度師、細工人や染め物職人、絵師、大工がいる。爬龍舟の
修理や装飾、衣裳および資料作成のために雇用された者で、支度師と小細工以
外は途中採用かつ任期付きの臨時職であった。

仕手方には、歌師匠・楫取り・鐘打ち・花差童子・歌人数・漕ぎ人・あか取
り・加子がいる。

これら仕手方も王府の役職のひとつであったのは、当初から担当者が決まっ

［表１］道光 18 年（1838）の冠船爬龍舟方の組織
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ていたわけでなく、奉行の面談試験などを経て採用されたことに加え、漕ぎ人
の業務評価がその他の役人と同様、「勤星」で行われていたことからも明らか
である［『冠船爬龍舟方日記』酉 10 月 27 日付「覚」、酉 10 月付「口上覚」］。

また、使用する龍舟を那覇から首里への運搬する際に、往復で 558 人もの村
夫が使用され、賃米としてひとりあたり米５合が支給されたほか、舟の修理
費、装飾費や乗り手の衣装代の経費も冠船龍舟方に計上されていることからみ
ても、冠船ハーリーはほぼ王府予算で行われていたとみてよい。

一方の那覇ハーリーは、遅くとも「同（康熙）四十五丙辰（戌）年泊那覇久
米村より爬龍舟取仕立料可仕由及訟」（康熙 45 年〔1706〕に泊・那覇・久米
村から爬龍舟造船費負担についての要請があり）とあるように、18 世紀初頭
には王府予算が割り当てられていたが［御財制／那覇市市民文化部歴史資料
室 2004：12］、それでも造船や修理代全額を補えるものではなかった。そのた
め、那覇の場合、不足分は地域住民が補填することになり、1744 年（乾隆９）
までには、那覇が王府に訴え、那覇港および奥武山にかかる雑税を爬龍舟造船
に充てることになっている。泊村の場合、1706 年から造塩にかかる雑税を爬
龍舟の仕立て料に活用していたと思われ［乾隆九年親見世日記／高良倉吉・赤
嶺守・豊見山和行編 2014：87-92］、1706 年には久米村方も王府への申請によ
り潟原の塩田収益を「爬龍舟取仕立料」に活用することになっている［真栄平
2019：168］。ほかにも、年代不明ながら、泊村に５年に一度、造船費として
銭 700 貫文が、那覇と久米村には泊村よりは低い額が支給されていたという記
事もみられることから［古老集記類の二／小野武夫編 1969：373］、17、18 世
紀の那覇ハーリーは、王府の補助と、地域に割り当てられた税収入、さらに地
域からの供出で運営されていたといえる。このように、那覇ハーリーは、王府
の関与がみられるとはいえ、ほとんど全額が王府予算から執行されていた冠船
ハーリーと比べると、地域の負担の多い行事だったといえよう。

以上みてきたように、冠船ハーリーは冊封使渡来に際して臨時的に設けられ
た部署のひとつである冠船爬龍舟方が運営し、その冠船爬龍舟方には行政担当
者のほかに技術職、仕手方が所属していた。また、冠船ハーリーにかかる運営
経費は、ほぼ王府予算でまかなわれており、仕手方の業務評価もその他の王府
役人に準じたものとなっていた。
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２．仕手方の構成

［図１］1838 年の冠船ハーリー『冠船爬龍舟方日記』
（尚家文書 79 号）那覇市歴史博物館所蔵

先にみたように冠船ハーリーの仕手には歌師匠・楫取り・鐘打ち・花差童
子・歌人数・漕ぎ人・あか取り・加子がいた。1838 年の一艘を描いた絵図に
よると［図１］、舟の漕ぎ人のほかに、舟の前方にある龍頭あたりで後方を向
いて鐘を持つ「鐘打ち」、最後尾で楫を取る「楫取り」、旗を持つ二人と中央で
鼓を打つ「花差童子」、中央の花差童子の前後に立つ「歌人数」が描かれてい
る。ちなみに、［表１］には、あか取り３人がおり、彼らも、三艘に分かれて
乗船した可能性があるが、［図１］には確認できない。あか取りも乗船してい
たと考えるならば、爬龍舟一艘あたり、漕ぎ人 30 人、鐘打ち１人、楫取り１
人、花差童子３人、歌人数３人、あか取り１人の合計 39 人が乗っていたこと
になる［『冠船爬龍舟方日記』戌６月５日付「覚」］。

冊封ごとの乗船者数をまとめると、一艘あたりの人数は、48 人（1663 年）、
20 人（1683 年）、28 人（1719 年）、39 人（1838 年）と一定ではなかった。ま
た、最後の冊封となった 1866 年（同治５）の実施マニュアルである「松崎之
図」（［図２］1866 年の冠船ハーリー『冠船之時御座構之図』沖縄県立博物館・
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美術館蔵）には、漕ぎ手・楫取り・鐘打ち・花差童子（旗・太鼓）・歌人数の
すがたがみえる。漕ぎ手の人数は断定できないが、楫取り・鐘打ち各一人と花
差童子・歌人数各三人は確認できるため、1838 年とほとんど同じ編成だった
と思われる。

要するに、搭乗人数は時期により増減がみられ、人数が確認できる範囲でい
えば、もっとも多いのは 17 世紀中葉の 48 人で、19 世紀には 40 人弱の人数で
催されていたといえよう。

［図２］1866 年の冠船ハーリー『冠船之時御座構之図』
沖縄県立博物館・美術館蔵

乗船者の構成はやや複雑である。1838 年には、漕ぎ人のほかに、鐘打ち、
楫取り、花差童子、歌人数、あか取りが乗り込んでいたが、16 世紀には「舟
を漕ぐ者は、すべて小吏か、大臣の子弟で、それぞれに金花の簪をし、きれい
な着物をきて…」（1534 年［原田（訳注）1995：52］）、「重臣の子弟が、それ
ぞれ金花の簪をし、美しい色の着物を着、歌にあわせてつとめはげんだ」（1579
年［原田・三浦（訳注）2011：101］）とあるように、仕手方の役割分担につい
ては不明である。

17 世紀になると、1633 年の胡靖「琉球図記」に「それぞれの舟に歌童が十
人いる。頭に扇面の笠をいただく。まるで金の笠のようである。一つが金蝶を
垂らしている。羽は鴬の羽のようである。体に珠をつけ、瓔珞や飛帯をつけ
て、まるで仙童の様子である。それぞれ一本の金の模様をつけた杖を持って手
で支え、舟の中に立って琉球の歌を斉唱する。（船の）両側に坐っている琉球
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人たちは、短い櫂を操作して力漕し、われ先にと争う」［原田（訳注）2004：
540］や、1663 年の「龍舟は五隻あって、それぞれ五色の旗と幟をたてている。
一隻には四十八人の漕ぎ手（水手）が乗り込み…」［原田（訳注）1998：87］、
1683 年の「舟に童子が二十人あまりならぶ。すべて朝臣の子弟である。紅の
簪に花の衣裳をつけた二人が、鼓をうって櫂かきの歌をうたう」［原田（訳注）
1997：87］とあるように、漕ぎ人とは別に、歌い手、もしくは旗や幟を立てる
者がいたようすが記載される。

18 世紀には「漕ぎ手は二十八人で、…舟の中央に太鼓をしつらえ、色柄の
着物の小童が太鼓をたたいてリズムをとる。舟の前後にも、二人の色柄の着物
の童子が、五色の長旗を手にする。船首の一人は銅鑼をうち、太鼓のリズムと
あわせる」（1719 年［原田（訳注）1999：168‒169］をもとに一部修改）とあり、
漕ぎ人以外に、太鼓をたたく小童、長旗を振るう童子、船首の銅鑼打ちが確認
できる。『中山伝信録』に掲載された「重陽宴図」の舟には（［図３］）、漕ぎ人・
楫取り・鐘打ち・旗振り・太鼓打ちを確認できるが、［図１］にみられるよう
な歌人数はみえない。

［図３］1719 年の冠船ハーリー「重陽宴図」『中山伝信録』［原田（訳注）1999：166］

以上、乗船者の役割の変遷をみてきたが、史料によって記載内容が異なるた
めわかりづらい点も多い。当初は乗船者の役割が分化していたかはわからない
ものの、少なくとも 16 世紀には歌をうたう者がおり、17 世紀中葉には旗や幟
を立てる者に関する記述がみられ、18 世紀になると楫取り・鐘打ち・旗振り・
太鼓打ちも登場するという点は確認できるだろう。
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３．1838 年の漕ぎ人・歌人数・鐘打ちの選抜と特徴

［グラフ１］漕ぎ人、歌人数、鐘打ちの位階・称号

それではつぎに、1838 年の龍舟に乗り込んだ漕ぎ人と歌人数、鐘打ちを取
りあげる。漕ぎ人と歌人数の役割は異なっていたが、両者の選抜は一度に行わ
れた。つまり、奉行の高嶺按司宅で行われた「調部」（採用試験）で 102 人が
採用され、そのなかから「人相」と「哥聲」（歌声）を基準とし、別に募集す
る花差童子との釣り合いをみながら「歌人数」が選抜されている［『冠船爬龍
舟方日記』酉 10 月 27 日付「覚」］。ここで選抜された人数について、漕ぎ人３
艘合計 90 人と歌人数３艘合計９人を合わせると 99 人となり、102 人には３人
が足りないが、『冠船付爬龍舟方日記』に鐘打ちに関わる採用情報がみられな
いため、残りの３人は鐘打ちだと思われる。
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［グラフ２］漕ぎ人、歌人数、鐘打ちの所属地

ここで採用された 102 人の位階・称号をみると［グラフ１］のようにな
る。無位の「仁屋」（４％）と「子」（55％）が６割を占め、残りが「筑登之」

（29％）、「筑登之親雲上」（４％）、「里之子」（７％）などの者である。これら
の位階・称号は譜代・新参の下級の系持ち（諸士）であることを示しており、

「小吏」や「高官の子弟」などと説明する冊封使録の記述とも合致している。
おそらく 16 世紀中葉から 19 世紀まで、乗船する人びとは支配階級層の下級役
人および、その子弟であったと思われる。

漕ぎ人と歌人数、鐘打ちの所属地を［グラフ２］にまとめた。102 人のうち、
首里に籍を置く者は 42 人、那覇・久米村・泊村に籍を置く者は 60 人で、内訳
は首里からは 42 人で、三平等からあまり偏りがなく選ばれており、泊村から
は 26 人、那覇地域（泉崎村・若狭町村・東村）からは 25 人、久米村からは９
人の選抜となっている。漕ぎ人と歌人数、鐘打ちは、首里より那覇・久米村・
泊村の者の方が多く含まれていたことが分かる。

ちなみに、この人数構成だと、那覇・久米村・泊村いずれの地域も単独でチー
ムを編成できないため、混成で組織されていたと思われる。1756 年の冊封使
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録にある「久米・那覇・泊の人たちが、それぞれ一隻を漕ぐ」［琉球国志略／
原田（訳注）2003：546-548］という記述に従うならば、18 世紀と 19 世紀で編
成に変化があったと考えられる。

［グラフ３］漕ぎ人の位階昇進申請者の年齢と人数

つぎに年齢をみていきたい。冊封使の帰国後に、褒賞の一環として行われた
位階昇進にかかる情報のなかに年齢が記されていたので、それを［グラフ３］
にまとめた。ただし、位階昇進は全員が申請したわけではなかったため、一部
の情報となっている。

位階昇進を申請した 32 人のうち、「子」の称号を持つ者 22 人は、すべて譜
代士で 17 歳から 29 歳までの分布となっている。一方、「仁屋」の申請者は新
参士からなり、17 歳から 24 歳までの 10 人がいる。平均年齢は、子が 21.8 歳、
仁屋が 20.6 歳、両方あわせると 21.5 歳となる。漕ぎ人全体の数値は不明なが
ら、漕ぎ人のうち最も下位の称号を持つ集団が上記の年齢構成であるならば、
平均年齢はそれ以上となるだろう。漕ぎ人に関しては、およそ 20 代の者が中
心であり、10 代後半や 30 代の者も含まれていたといえる。

なお、漕ぎ人には「本職勤」の者と「懸勤」の者がいたようだが［『冠船爬
龍舟方日記』酉一〇月付「口上覚」］、勤務内容や役割の違いおよび人数構成は
不明である。
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４．楫取り・歌師匠・花差童子の選抜と特徴

周煌使録（1756 年冊封）には「久米・那覇・泊の人たちが、それぞれ一隻
を漕ぐのであるが、舟の中で楫を取るのは、すべて首里の貴族の子弟で…」

［琉球国史略／原田（訳注）2003：546‒548］ともあるが、1838 年の場合、楫
取りと歌師匠の選定は、冠船爬龍舟方の奉行が、久米村方の惣役、那覇の里
主、泊の頭取に候補者を選抜させ、冠船爬龍舟方が最終的に採用を決定すると
いう段取りが取られた［『冠船爬龍舟方日記』酉九月二二日付「覚」、酉一〇月
二七日付「覚」］。

採用された楫取りは、久米村次男の我喜屋通事親雲上、泊村次男の親泊子、
西村三男の嶋袋筑登之親雲上の３人であった。おそらく楫取りは３人全員が系
持ちで、那覇ハーリーの３チームからひとりずつが選ばれたと思われる。

歌師匠は、久米村次男の牧志里之子親雲上と久米村嫡子の冝保里之子親雲上
の２人が選ばれた。歌師匠だけ久米村からの採用となったのは、冠船ハーリー
では漢語の歌詞がある久米村のハーリー歌がうたわれていたことが背景にあ
る。任用された者が、音楽に長けた者であったのは、1756 年の「爬龍船歌師」
が、江戸参府時の楽生師を２度つとめたという事例からも想定できよう［上江
洲 2000：145］。いずれにせよ漕ぎ人の半数以上と楫取りは、那覇ハーリーの
関係者、歌師匠も相応の経歴や実力を伴う者から選抜されていたと思われる。

次に花差童子を取りあげる。那覇ハーリーを見慣れたであろう那覇士の貝姓
高里親雲上唯延が記した 1866 年の冠船ハーリーの観戦記録のなかに「花差童
子として壱艘ニ三人ツゝ結構之粧ニ而乗合、一人ハ鼓を打、二人ハ籏を持候事」

（花差童子が一艘に三人ずつ結構な装いで乗り込んで、一人は鼓を打ち、二人
は籏を持っていた）と記しているように［日記／那覇市経済文化部歴史資料室
1998：118］、花差童子は冠船ハーリーのなかでも特記すべき存在であった。以
上の事例からみても、花差童子は冠船ハーリーの花形といっても過言ではない
と思われるが、1838 年の採用人事は難航した。

【史料１】「口上覚」『冠船爬龍舟方日記』酉 10 月付。
冠船爬龍舟方花差童子之儀、願之者罷居不申、内々人躰見届相尋させ候得
者、相勤候共何そ之御付届無御座候上、支度茂引羽織・絵書衣裳等者御物
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調被仰付事候得共、さや・縮緬之間 衣・袴自分仕立ニ而、分成之物入茂
有之候故、都而相厭候由、押而申付候躰ニ而者、断ヶ間敷、稽古方茂埒明
不申談者案中之事ニ而至極差迫居申候間、何卒為御勤花差童子九人者躍人
数仕手同様之勤（勲ヵ）功御取持被仰付被下度奉願候、左様御座候ハ丶、
歳輩之者段々願出人躰見調部方罷相届可申与奉存候…

［意訳］冠船爬龍舟方の花差童子に申請する者がおらず、内々に（申請す
るよう）適任者に聞いたところ、（花差童子を）勤めたとしてもまったく
功績の評価がなく、衣裳も引羽織や絵書衣裳等は王府予算での調達が許
可されるものの、紗綾もしくは縮緬の 衣袴は自身で仕立てなくてはなら
ず、それなりの必要経費もあるため、みなが（花差童子への就任を）避け
ているとのことである。無理やり任命しても、辞退する者も多くなるだろ
うし、稽古にも身が入らないことは必定である。そのため非常に困ってい
るので、どうか就任した花差童子９人は、躍人数の仕手方と同様の業績と
して評価していただきたい。そのようにしていただければ若年の者の申請
者も見込まれ、採用審査も実施できるだろうと考える。

つまり、花差童子を勤めても自費供出が多く、業務の評価も低いため申請者
が全くいなかったため、花差童子任職者を躍人数の仕手方と同様の評価となる
よう要請しているのである。花差童子の職務内容と業績評価の比較対象が躍人
数だったのは、関係者や王府役人の認識が花差童子と躍人数の職務や役割が似
通っていると考えられていたことを示す。

この要請が許可され、花差童子の待遇が改善されたためであろうか、その後
応募者があり採用者が決定した。採用されたのは、山川村嫡子の高嶺子、崎山
村嫡子の西平子、上儀保村嫡子の吉濱子、赤平村嫡子の外間子、久場川村次男
の久手堅子、久場川村三男の喜友名子、久場川村五男の平安名子、泊村嫡子の
伊波子、泊村次男の伊波子である。泊士も含まれているため花差童子は首里の
高級官僚の子弟のみではなかったといえる。また、位階・称号は９人全員が「子」
であり、また業務評価が問題となっている点からみても、元服を済ませた無位
の系持ちであると思われる。先の漕ぎ人の年齢を加味すると、年齢は 10 代後
半から 20 代半ばであろうか。

なお、位階・称号が下位の者も含まれたが、冠船ハーリーの仕手方全員が系
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持ちであった点は注目すべきであろう。那覇ハーリーの乗船者のうち、那覇東
村・渡地村の連合チームが無系（百姓）で占められていたことを踏まえるなら
ば［波龍舟日記／小野まさ子・上江洲安亨・深澤秋人 1998：92,93］、支配階級
層が行うことに冠船ハーリーの特徴があったといえる。

５．仕手方の衣裳

冠船ハーリーの特徴のひとつは、仕手方の華美な衣裳である。
冊封使録をみると、1534 年の冊封使である陳侃は「舟を漕ぐ者は、すべて

小吏か、大臣の子弟で、それぞれ
に金花の簪をし、きれいな着物を
きて…」と記述しており、確認で
きる最古の事例から観覧者の目を
引く衣裳が着用されてきた。また、
冊封使録の衣装の色に関する情報
には「漕ぎ手は二十八人で、みな
揃いの色の服で、紅と白と黒に分
かれている」（1719 年）や「朱・
白・黒の衣裳と幟を色で統一して
いる。その色は、それぞれ久米村、
那覇、泊を示し…」（1756 年）と
あり、華美な衣装や道具を身にま
とっていたこと、チームカラーが
あったことがわかる［崎原 2001：
34］。

以上を踏まえて、1838 年の衣
裳・道具を取りあげたい。

楫取りと鐘打ちは（［図４］）、
貢緞製の頭巾をかぶり、白木綿製
の 衣（ドゥジン）・袴（カカン）
に白足袋を履き、黒繻子か貢緞い

 

［図４］鐘打ち（左）と楫取り（右）
『冠船爬龍舟方日記』（尚家文書 79 号）

那覇市歴史博物館所蔵

 

［図５］歌人数（左）と漕ぎ人（右）
『冠船爬龍舟方日記』（尚家文書 79 号）

那覇市歴史博物館所蔵
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ずれかの脚絆を着用するという衣裳であった。そのうえで、久米村舟の楫取り
と鐘打ちは単衣の大袖で「とち色」（赤茶色）の木綿布衣裳を、那覇舟と泊舟
の楫取りと鐘打ちは「赤祢染」（茜色）の衣裳を着用していた。

歌人数と漕ぎ人は（［図５］）、３艘とも白木綿製の 衣・袴、白足袋を着用
するも、上着は舟によって異なっていた。久米村舟は紺染めの巾を頭にかぶ
り、へりが紺色の「とち色のきんくわ」を、那覇舟は紺色の「手縄形巾」を頭
にかぶってへりが紺色の「赤祢染きんくわ」を、泊舟は「花染巾」（桃色）に、
へりが「赤祢染」の「紺染きんくわ」を身にまとう（「きんくわ」は不詳）。

花差童子は髪型・衣裳ともに特徴的である（［図
６］）。舟ごとに［図７］のように髪を結い金紙で飾り
付け、さらに髪のうしろにばさらを四つ、左右に鉄仙
花二房をさして首からかしらいを一つさげる［図８］。

衣裳は、頭には紕色（赤色）の羽二重製の長巾を髪
の後ろに垂らし、黒繻子製の細帯を使用し、紕色紗
綾の足袋と、表地が黒繻子で裏地が白木綿の脚絆を履
く。そのうえで、久米村舟はぶどう色、那覇舟はとち
色、泊舟は青色の薄蕉布製の引羽織を着る。さらに舟
ごとに異なる紗綾製の打ち掛けを着用していた（［図
９］）。列記すると、久米村舟は表地が黒色、裏地が紕
色で牡丹・雲文・コウモリの文様のある衣裳、那覇舟
は表地が紕色、裏地が水色で菖蒲・菱形文・ツバメの
文様のある衣裳、泊舟は表地が白色、裏地が紕色で菊・

［図６］花差童子
『冠船爬龍舟方日記』

（尚家文書 79 号）
那覇市歴史博物館所蔵

　 　

［図７］花差童子の髪型（左から泊舟、那覇舟、久米村舟）
『冠船爬龍舟方日記』（尚家文書 79 号）那覇市歴史博物館所蔵
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亀甲文・チョウの文様のある衣裳である。
以上のように、1838 年の衣裳は、楫取りと鐘打ち、歌人数と漕ぎ人、花差

童子で衣裳が異なっていた。上着の色のみをまとめると［表２］のようになり、
久米村舟はとち色と黒色というやや暗い色で、那覇舟は赤系統の色、泊舟は赤・
紺・白と複数の色となる。先にみたように、18 世紀の冊封使録は舟ごとの色
の特徴を単純に記しているが、19 世紀段階ではさまざまな色の衣裳を着用し
ていたといえる。

　

［図８］花差童子の装飾
（左上：鉄仙花、右上：かしらい、下：ばさら）

『冠船爬龍舟方日記』（尚家文書 79 号）
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６．儀礼としての冠船ハーリー

つぎに冠船ハーリーの儀礼的特徴を、やはり 1838 年を中心に述べたい。
冠船ハーリーでは、那覇ハーリーで使われた那覇・久米村・泊村の舟が使用

されており、那覇ハーリーが終わった５月６日に那覇から首里に運ばれた。そ
の際、催されたのが陸上での舟漕ぎ儀礼（地バーリー）であった。

【史料２】『冠船爬龍舟方日記』５月６日条。「／」は擡頭もしくは平出を示す。
五月六日爬龍舟三艘首里江持登ニ付、三平等村夫筆者ニ而夫引列、卯之時
罷下、各爬龍当幷所之士・百姓罷出、守護ニ而持登候付、／太子様、大美
御殿江御光駕被遊／御見物候段、当日朝御近習より御通達有之、右ニ付爬
龍舟三艘江楫取壱人・鐘打壱人・旗振参人完乗付、加子之者共者舟左右之
道よりおやく持、現場漕候真似ニ而爬龍歌おたひ、小印等備ひにきやかに
下綾門より松崎江持越候事、

［意訳］五月六日に爬龍舟三艘を首里に持ち運ぶので、三平等村夫筆者が
夫役の者を引き連れて、日の出ごろに（爬龍舟の一時保管場所に）赴いて、
３艘それぞれの爬龍当と地域の士と百姓の警備のもと持ち運ぶので、太子
様が大美御殿に御光駕になられ御見物されると当日の朝に御近習から御通
達があった。そのため、爬龍舟３艘に楫取１人と鐘打ち１人と旗振り３人

  

［図９］花差童子の衣裳（左から泊舟、那覇舟、久米村舟）
『冠船爬龍舟方日記』（尚家文書 79 号）那覇市歴史博物館所蔵
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ずつが乗り込んで、加子の者ども〔漕ぎ人〕が舟の左右で「おやく」〔櫂〕
を持ち、（水上で）漕ぐ真似をして爬龍歌をうたいながら「小印」などを
伴いながら賑やかに下綾門〔中山門〕から松崎まで（爬龍舟）を運んだ。

つまり、太子（尚育王長男の尚濬）の見物にあわせて、舟のうえに鐘打ちと
旗振りが乗り込み、漕ぎ人が左右で櫂を漕ぐ疑似的な舟漕ぎが催されたのであ
る。後述するように、鐘打ち、旗振り、漕ぎ人はユッカヌヒーの衣装を着用し
ていたため、地バーリーは那覇ハーリー関係者が担当していたと思われる。

また、【史料２】の付文に、
【史料３】『冠船爬龍舟方日記』５月６日条。

爬龍船持登之砌、／上様大美御殿江被遊　御光駕奉備／上覧候段辰冠舩日
記ニ相見得候付、兼而座敷奉行より御近習御釣合仕候処、表向被遊／上覧
候筋ニ而者無御座由承知仕候付、直ニ持登させ候手組仕居候を、当日朝本
文之通、尤楫取・鐘打・旗振・加子之者共装束方都而五月四日同断之事、

［意訳］爬龍船を（首里へ）持ち登る時、上様〔尚育王〕が大美御殿に御
光駕になり（持ち運ぶ様子を）上覧になると辰冠船日記〔1808 年の記録〕
に記されていたので、あらかじめ座敷奉行が御近習御と調整したが、表
立っては上覧されることはないとのことであり、それを承知した。そのた
め、そのまま持ち運ぶ準備をしていたが、当日の朝に本文の通りに（太子
が見学するという通知があった）。なお、楫取・鐘打・旗振・加子の装束
はすべて５月４日の（那覇ハーリー）と同じであった。

とあるように、地バーリーは、国王・太子の見物がなければ催されないもので
あった。冠船ハーリーは、準備段階から王権と関わる儀礼的かつ芸能的な要素
を内包していたといえよう。

つぎに重陽宴当日の様子を確認したいが、史料の問題から 1808 年を例にみ
ていきたい。ただし、1808年も1838年とほとんど同じ進行であったとみてよい。

【史料４】『琉球冊封使一件』９月９日条。
為重陽宴両勅使被申入、此時城近有之候堀ニ而爬龍舟漕させ候付、国王兼
而桟敷江被差越居、九時分両勅使被差出候付、国王桟敷階下ニ而被相迎座
敷江被申入、互ニ一跪三叩頭之礼儀畢而茶并攅盆馳走、爬龍舟見物相済、
国王先達而城江罷帰被待居、追付両勅使被差出候付、礼儀并料理馳走方都
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而仲秋宴同断躍等見物有之、六過時分被罷帰候、
［意訳］重陽の宴に両勅使を招いた。このとき城近くにある堀（龍潭）で
爬龍船競漕が行われた。国王は事前に桟敷にお越しになり、９つ時（正午）
頃に両勅使がみえた際には、国王は桟敷の階下にて勅使を迎えた。桟敷に
入られると互いに一跪三叩頭の礼をとり、それが済むと、お茶、攅盆がふ
るまわれ爬龍船競争を見物された。その後、まず国王が帰城し勅使の到着
を待たれる。両勅使がお越しになり、礼儀を交わし、料理をふるまわれ、
中秋の宴と同様に踊りなどを見物された。６つ時（たそがれ頃）を過ぎた
時に勅使はお帰りになった。

要するに、重陽宴は龍潭での爬龍舟漕ぎと、首里城御庭での踊りというふた
つの芸能が披露されたわけだが、爬龍舟漕ぎは龍潭に接した松崎にもうけら
れた桟敷で、国王と冊封使などが饗食する儀礼の最中に供されるというもの
であった。それを「国中の士女（男女）が集まって見物をし、みんなは汀に
坐る」［原田（訳注）1997：87、一部追記］、「四方の岸には男女がとりまいて
見学する者は数百人いた」［原田（訳注）1999： 169］とあるように、系持ち・
無系含め多くの者が見学していたという情景だった。

そのなかで 1838 年の例では、爬龍舟方の仕手方は未明に龍潭側の宿舎に集
まり衣裳を整え、冊封使一行が那覇から首里に赴くという報が入った４つ時分

（午前 10 時頃）すぎに行列を組んで町端から観蓮矼（天女橋）までやってきて
舟に乗り込むという段取りが取られていた。この際の行列は、国王や冊封使が
到着する前に行われるもので、おそらく那覇の居民や王府関係者が見物して
いたと思われる。つまり、冠船ハーリーは、仕手方の行列をもって儀礼がはじ
まったといえる。行列は、最前列に鐘打ち、その後に２列で櫂を持った漕ぎ手
が並び、その途中に花差童子３人と歌人数が三角旗や太鼓打ち用の「しもく」
などを持ち、最後尾には楫取りが並ぶという構成で、乗船時と同じ配列であっ
た。

1866 年の例では、仕手方の行列のあと国王が、８人で支える輿に乗り、赤
地の涼傘と大団扇、儀仗を伴う行列で登場する［『同治五年丙寅 冠船御備帳』］。
国王が冊封使送迎のために那覇に赴く際の行列と比べると小規模ではあった
が、行列で示された国王の権威は十分だったであろう。対する冊封使の行列に
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関する記事は未見だが、国王同様、行列で首里まで訪れたと思われる。王府役
人や首里の人びとが見学するなかで、仕手方や国王、冊封使の行列をはじめと
して、競漕を含む諸儀礼が展開したのが冠船ハーリーの特徴であったといえよ
う。

さて、国王と冊封使が桟敷に入り何度か茶を飲むと、桟敷にいる御座当から
の相図が出され、３艘ともに漕ぎ始める。その後、「小堀長四、五篇計漕廻、
引次勝負漕」をはじめると国王は帰城する。つづいて、冊封使から仕手方に拝
領物が与えられ、それを桟敷の側に控えていた座敷奉行と歌師匠が受け取り、
さらに「弐三篇漕廻」ると、冊封使も首里城に向かった。拝領物は、葛布手拭い、
羅布手拭いと冊封使直筆の文字の入った和扇子および古銀があった。そのうち、
花差童子には９人に扇子３本と羅布手拭い１筋、葛布手拭い１筋が、歌人数９
人には扇子１本と羅布手拭い１筋が、楫取り・鐘打ち・漕ぎ手には銀が与えられ、
残りを歌師匠・筆者・加勢筆者が受け取っている［『冠船爬龍舟方日記』戌 10
月 15 日］。

ところで、那覇ハーリーでは３チームそれぞれの歌がうたわれたが、冠船
ハーリーでは久米村方の歌が使われている［王 1988］。久米村方の歌がうたわ
れたのは、冊封使に通じる歌詞であったことに加え、歌詞の内容が冊封の場に
相応しかったからだと思われる。冊封使録で歌詞が確認できるのは、1683 年

（汪楫『使琉球雑録』）で、一部の歌詞は 1606 年（夏子陽『使琉球録』）、1719
年（徐葆光『中山伝信録』）にも登場する。1756 年の冠船ハーリーを観戦した
周煌は、汪楫の歌詞とほとんど同じであったと記録している［琉球国史略／原
田（訳注）2003：546‒548］。

1838 年（道光 18）と 1683 年の歌詞を比較すると、中盤まではほぼ同じだが、
後半部分が 1838 年の方が８節多い。歌詞変遷の意味については筆者の能力を
こえるため、本稿では歌詞の違いがあった点を指摘するにとどめたい。

７．那覇ハーリーとの関連と冠船ハーリーの意味

最後に冠船ハーリーと那覇ハーリーの関係についてまとめ、冠船ハーリーの
意義に関する私見を述べておきたい。

すでに述べたように、冠船ハーリーには那覇・久米村・泊の人びとも参加し
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ていた。那覇ハーリーの漕ぎ手が冠船ハーリーにも参加したかは断言できない
ところもあるが、わざわざ無関係の者を採用する必要もないため、漕ぎ手も含
めて冠船ハーリーと那覇ハーリーの仕手方の一部は重なっていたと考えたい。

また、冠船ハーリーの舟数が 17 世紀には６隻あったのが、その後３隻ま
で減少した背景についても、那覇ハーリーの参加舟数との関わりを無視でき
ない。『琉球国由来記』「爬龍舟ノ由来」にある「昔ハ久米村爬龍舟、那覇爬
龍舟、若人爬龍、垣花爬龍、泉崎爬龍、上泊・下泊爬龍舟ナドイヒテ、数多
有ケルトイヘリ。当時ハ那覇・久米村・泊、三龍残ケルナリ」［外間・波照間
1997］という記述によれば、『琉球国由来記』が成立する 18 世紀前半以前は、
那覇ハーリーに７艘以上の舟が参加していたが、『琉球国由来記』が成った 18
世紀ごろには３艘になっていたという。冊封使録によると、冠船ハーリーも
17 世紀に５から６艘の舟が登場していたが 18 世紀には３艘になっている。舟
数でいえば、那覇ハーリーと冠船ハーリーは連動しているようにみえる。

このように那覇港で行われた爬龍舟漕ぎと冊封時の爬龍舟漕ぎには共通点も
あるが、先述のように漕ぎ人全員が那覇・久米村・泊の者だけで構成されてい
なかった点、乗船者すべてが系持ちであった点、那覇ハーリーとは無関係の別
のセクションが担当した点など相違点もある。これらのことから、冊封使を歓
待するために龍潭で行われた爬龍舟漕ぎは、那覇で行われていた爬龍舟漕ぎの
延長上にはあるが、まったく同じではなかったといえよう。

ところで、1800 年（嘉慶５）の冊封使（趙文楷・李鼎元）は、過度な接遇
にあたるため重陽宴への参加を辞去したが、その際、「重陽の戯は、専ら天使
を宴待つするために設営されるのであって、ことさらに、断らぬわけにはゆか
ないのである」［原田（訳注）2007：422-423］と述べたとされる。ここから、
冠船ハーリー実施の第一義は、冊封使歓待にあったのは間違いない。また、
1678 年（康煕 17）の「首里魚池碑文」に「累世、邦君かつて冊封の栄時に値
えば、旧典を相遵し必ず重陽宴の時に至りて綺筵を池辺に設け、天使を請う。
両客一主にして交挙・瓊觴して共に三竜船を詠覧す。撑駕し競唱する者は羽裳
を妝い、奇花を挿す。此斯の勝景、王都の壮観に非ずなし。况んや伝名する
に中夏にあるをや」（原漢文）とある点からは［沖縄県教育庁文化課編 1985：
240‒241］、「支配者（王）の水嬉（舟遊び）的」でもあり［君島 1995：205］、
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琉球「王都の壮観」の中国へのアピールでもあったともいえる。
しかし、1840 年に雨乞いのために龍潭で爬龍舟漕ぎが行われたことや［山

里 2008：33］、沖縄で行われるウンジャミなどを含む船漕ぎ儀礼が豊作を祈願
したものであったことを踏まえると［比嘉 1990：143］、王位継承と豊穣を結
びつけた儀礼だったのかもしれない。

また、東南アジアのとくに陸域における支配者の権威性と龍、水、農耕の関
連を考慮するならば［山本 1994］、琉球でも即位式において龍が重要な役割を
果たしていたという可能性も考慮しなければならない。しかしながら、龍は皇
帝権威そのものでもあるため、冊封使歓待という場で王の象徴として龍が登場
したかについては慎重に検討しなければならないだろう。龍の装飾が施された
舟を用いる冠船ハーリーだけでなく、冊封、あるいは王位継承一連の過程から
龍の意味を考える必要がある。今後の課題としたい。

さらに、冊封使録や 1838 年の「勝負漕」という記述に基づくならば、賑や
かな場であったように思われるが、残念ながら筆者は、冠船ハーリーを見学す
る人びとの反応や、競漕全体の雰囲気を伝える史料に触れたことがない。那覇
ハーリーといえば、現在のイメージからも想像できるように「那覇市民の血を
沸き立たせる大競技であった」［島袋 1978（1930）：43］とされる。年代は不
明ながら参考までに、実際に那覇ハーリーを見学した者の記録を取りあげると、

【史料４】『文書綴』
…先以那覇之有様委細書付を以申上候、爬龍舟三艘共早天より漕出、段々
之勝負組有之、私共我先ニ与競望、其勢ひ既ニ龍蛇横たはて火吹煙を立た
る如にして、喧嘩ニ茂可及気舞一入賑々敷有之、見物之面々首里・那覇之
衆者不及申、田舎之面々老若男女共大勢群集いたし、幕屋桟敷等段々作懸、
見物被仕方茂有之、就中流舟両艘漕出候處、二才達遊女共餘多舟乗り、只
やるかたにまかし、かねや鼓を拍子として哥三味線共之遊興有之、例年と
ハ格別相替、當年ハ別而盛んニ而、舟数茂難算是寔ニ御代豊饒之佳瑞なら
んと又感心之餘にや、我身なからも飛立計候、又候商人共ハ色々之菓子幷
童子弄段々之戯物夥敷作出商買有之、遊女共各色々之装束ニ而、あたかも
天人も欺程之粧彼是を以、浮世無類之見物、日之暮行を惜程ニ而候、…

［意訳］…まず那覇（ハーリー）の様子を詳しく書面で申し上げる。爬龍
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舟３艘ともに早朝から漕ぎ出し、いろいろな勝負組があった。われわれも
競って見学したが、（競漕の）勢いは龍蛇が横たわって火を吹きながら煙
を立たてている様であり、喧嘩が起こりそうな状況で賑やかであった。見
物する人びとは首里・那覇の者だけでなく、田舎［首里・那覇以外］の者
も、老若男女が大勢群集しており、幕屋や桟敷をたくさん組み立てて見物
する人もいた。とくにハーリー舟２艘が漕ぎ出した時に、二才〔若者〕や
遊女らが多く舟に乗り、好き勝手に鐘や鼓の拍子に合わせて歌三味線で遊
んでいた。例年とはとくに異なり、今年は非常に賑やかで、（観戦の）舟
も算えられないほどあり、これはまさしく（王の）御代が豊饒であるよい
徴しであると感動したところであった。わたしも飛び立つほど（楽しんだ）。
さらに商人たちはいろいろな菓子や子どもが遊ぶおもちゃを準備して商売
していた。遊女どももそれぞれさまざまな装束を着て、あたかも天人かと
見間違えるほどの粧いで、そんなこんなで浮世無類の見世物であり、日が
暮れるのを惜しむほどであった。…

とある。那覇ハーリーが大人も子どもも騒ぎ出すような大きなイベントであっ
たのは間違いないであろう。【史料４】にも若干触れられていたように、勝負
が白熱するため一部では喧嘩になる場面もあったらしく、18 世紀には騒動を
未然に防止するための方策が提示され、乱暴に関与した者への処罰も布達され
ている

1

。また「爬龍船漕候儀、前代ヨリ祭礼ノ旧式迄ノ事ニ候間、曾テ勝負漕
仕間敷候、豊見城近ク又ハ沖ヘ漕出候儀モ不宜候間、向後御物城辺ヨリ真萱崎
迄ニ限リ漕可申候、若シ違犯致シ喧嘩・口論仕出候ハヽ、乗居候爬龍当並ニ楫
取ノ者ハ可及沙汰事」（爬龍船を漕ぐことは、以前からつづく古い祭礼という
だけであるので、今後はすべての勝負漕ぎを禁止する。（また、）豊見城の近辺
や沖に漕ぎ出ることも良くないので、今後は御物城〔那覇港内の小島〕から真
萱崎までのなかで漕ぐこと。もし違反し喧嘩や口論をする者がいたならば、乗
船していた爬龍当と楫取を処罰する）と、年によっては爬龍舟漕ぎの醍醐味で
ある勝負漕ぎや那覇港湾外の競漕が禁止されている。王府からみれば、爬龍舟
漕ぎは那覇地域の社会問題となっていたといえよう。

冊封使を歓待する芸能である冠船ハーリーが、那覇と同じような状況になっ
たとは考えづらいが、静かな雰囲気のなかで執り行われたとも思えず、那覇の
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情景を示す史料を提示したところである。冠船時の様子を想像する材料となる
であろうか。

おわりに

冠船ハーリーは、那覇ハーリーの担い手の一部が関与していたことが想定さ
れるなど、琉球で慣例として行われていた儀礼・祭祀の延長として実施されて
きた。一方で、乗船者すべてが系持ちであり、予算はほぼ王府が負担するなど
王府の主導するイベントとしての性格も強い。那覇ハーリーのノウハウを生か
しながらも、国王一世一代の冊封を補助する儀礼・芸能という性格が冠船ハー
リーにはあったといえよう。

なお、那覇ハーリーも王権と深く関わる行事であった。例えば「爬龍船漕候
儀、前々ヨリ格別成祭礼ニテ、国土之旧式殊　御在番奉行御見物之例式等モ有
之、旁以公務相掛候事」（爬龍船を漕ぐことは、以前から行われてきた特別な
祭礼で、琉球の古くからのしきたりである。とくに（薩摩の）在番奉行が見物
される儀式でもあるので、（那覇の役人は）さまざまな公務がある）とあるよ
うに［古老集記類の二／小野武夫編 1969：373］、那覇ハーリーは薩摩役人を
接遇するイベントでもあった。冊封年である 1866 年には薩摩役人の見学はな
かったが［日記／那覇市経済文化部歴史資料室 1998：116］、王府役人にとっ
ては対薩摩外交の場のひとつという認識であった点を踏まえると、那覇ハー
リーが王府と無関係の行事であったとはいえないだろう。

むしろ、那覇ハーリーが「山留中座楽稽古幷爬龍舟下シ之時嶽々御たかへ」
と王府主催の関連祭祀も実施されてことや［御財制／那覇市市民文化部歴史資
料室 2004：24］、国王や王子が見学する行事であったことを踏まえると［上江
洲 2000］、公的行事としての性格も含まれていたと考えなければならない。冠
船・那覇ハーリーともに、王権との関わりについては慎重に考えていかなけれ
ばならないだろう。

本稿はできるだけ多くの視座から冠船ハーリーをみようと試みたが、残され
た課題も多い。とくに那覇ハーリーとの比較は不十分だと自覚している。今後
も継続して考えていきたい。
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